
R8.6.26 ネクスト研修会 沼田資料

第110回病院事務管理者
ネクスト研修会

施設基準管理士・認定登録医業経営コンサルタント

病院事務管理者ネクスト研修会代表 沼田周一

R8.6.26 14時30分～
WEB+対面（仙渓園 月岡ホテル）上山温泉

データ提出加算について
厚労省保険局医療課
「令和８年度外来データ提出加算等に係る説明資料」（R8.5.14）
「令和８年度A245データ提出加算に係る説明資料」（R8.5.14）による
青枠：厚労省資料
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A245 データ提出加算

１ データ提出加算１※１（入院初日）

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点

２ データ提出加算２※２（入院初日）

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点

３ データ提出加算３※１（入院期間が90日を超えるごとに１回）

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点

４ データ提出加算４※２（入院期間が90日を超えるごとに１回）

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点

※１　入院患者に係るデータの提出

※２　入院患者に係るデータと外来患者に係るデータの提出

A001 再診料　注13

外来データ提出加算（月1回） 10点

B001-2-9 地域包括診療料　注4

外来データ提出加算（月1回） 10点

C002 在宅時医学総合管理料　注13

C003 在宅がん医療総合診療料　注7

在宅データ提出加算（月1回） 50点

H000 心大血管疾患リハビリテーション料　注7

H001 脳血管疾患等リハビリテーション料　注8

H001-2 廃用症候群リハビリテーション料　注8

H002 運動器リハビリテーション料　注8

H003 呼吸器リハビリテーション料　注7

リハビリテーションデータ提出加算（月1回） 50点

外
来
分
も

区分 実績値

充実管理加算１ 上位20％

充実管理加算２ 上位50％

充実管理加算３ ―

生活習慣病管理加算

B001-3 生活習慣病管理料（Ⅰ）

B001-3-3 生活習慣病管理料（Ⅱ）

(1) 充実管理加算１　30点

(2) 充実管理加算２　20点

(3) 充実管理加算３　10点 

【施設基準】「医療の質」で評価

例）脂質異常症の場合

(ア) 継続して投薬による脂質異常症の
治療管理を行う患者のうち、集計期間中
に、血液化学検査の「１」の中性脂肪若
しくは遊離コレステロール、「３」のＨ
ＤＬ－コレステロール若しくは総コレス
テロール、若しくは「４」のＬＤＬ－コ
レステロールを実施し、又は特定健康診
査を受診した患者の割合

(イ) 集計期間中の外来受診（他の医療
機関への受診を含む。以下同じ。）につ
いて、各受診間の間隔がいずれも６ヶ月
以内であり、かつ、集計期間中の最終受
診日から集計期間終了日までの間隔が
６ヶ月を超えない患者の割合
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データ提出（外来）
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データ提出（入院）
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出典：適時調査実施要綱
（R8.6.18 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室）

重点確認事項

（１） 診療録管理体制加算１の（1）から（4）まで及び（9）

(1)
診療記録（過去５年間の診療録及び過去３年間の手術記録、看護記録等）の全てが保
管・管理されていること。

(2)
中央病歴管理室が設置されており、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」（以下単に｢安全管理ガイドライン｣という。）に準拠した体制で
あること。

(3) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。

(4) 診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。

(9)
患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、「診療情報の
提供等に関する指針の策定について」（平成15 年９月12 日医政発第0912001 号）
を参考にすること。

（２） 1名以上の専任の診療情報管理者が配置されていること。　←「診療情報管理士」ではない。

（３） 入院患者についての疾病統計には、ＩＣＤ大分類程度以上の疾病分類がされていること。

（４） 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

（５） 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。
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1 感染症及び寄生虫症(A00-B99)

2 新生物(C00-D48)

3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(D50-D89)

4 内分泌、栄養及び代謝疾患(E00-E90)

5 精神及び行動の障害(F00-F99)

6 神経系の疾患(G00-G99)

7 眼及び付属器の疾患(H00-H59)

8 耳及び乳様突起の疾患(H60-H95)

9 循環器系の疾患(I00-I99)

10 呼吸器系の疾患(J00-J99)

11 消化器系の疾患(K00-K93)

12 皮膚及び皮下組織の疾患(L00-L99)

13 筋骨格系及び結合組織の疾患(M00-M99)

14 腎尿路生殖器系の疾患(N00-N99) 

15 妊娠、分娩及び産褥(O00-O99)

16 周産期に発生した病態(P00-P96)

17 先天奇形、変形及び染色体異常(Q00-Q99)

18 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99)

19 損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00-T98)

20 傷病及び死亡の外因(V01-Y98)

21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(Z00-Z99)

ICD10大分類
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出典：「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」 に関するＱ＆Ａ

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」 に関するＱ＆Ａ
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レセコン屋さん
へ連絡
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20出典：令和８年度 A245データ提出加算等に係る説明資料（R8.5.14 厚生労働省保険局医療課）
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　　　　　　　　　       患者名：                          カルテNo.

2.  転院　   （転院先：　　　　　　　　　　 ）

退院後の在宅医療

退院時体重

■精神保健福祉法に関する情報（精神科のみ記載）
身体拘束日数

　　　　　　　日

0. 無

一部介助 不明

食事 2
　1

切ったり、バターを塗った
り等で要介護

9

■退院時・転棟時ADLスコア（死亡退院は除く）（該当する数字を〇で囲ってください）

退院時転帰

隔離日数

　1. 有：意識レベル（　　　　　　　） R：不穏　　I：糞尿失禁　　A：自発性喪失

  1．任意入院　　2．医療保護入院 　　　　　　　　　日

■JCS／退院時 （死亡退院は除く）
退院時意識障害がある場合

入院形態

㎏ （小数点第一位まで記入）
■診療情報

分類 自立 所見
全介助

0

転棟日 退院病棟 　外科 ・ 精神科（男子・女子）
　 　（西暦 ２０　　年）

　　　0．無　　　１．当院が提供　　　2．他施設が提供　　　9．不明

退院先

　 0．院内の他病棟への転棟
 　1．家庭への退院

　 1．治癒・軽快 5．増悪
　 3．寛解 6．死亡
　 4．不変 9．その他（検査入院等）

　　③ 通院しない

3.  施設入所（入所先：                                   )
　　① 当院へ通院 4．死亡
　　② 他院へ通院

患者基本診療情報（退院時・転棟時）

　（西暦 ２０　　年） 　 （西暦 ２０　　年）
入院日 退院日

Ｒ　　 年　　 月　　 日 Ｓ・Ｈ・Ｒ　　 年　　 月　　 日

Ｒ　　 年　　 月　　 日

入院前の生活の場への復帰の有無
　0.　入院前と生活が変わり、入院前の生活の場への復帰が困難
　1.　入院前の生活の場に復帰する

　　※　他院から転院してきた場合は、他院へ入院する前(連続する入院の前)の生活の場への復帰の有無
　9.　入院前あるいは退院後の生活の場が不明

 ※ 入院日が2026年6月1日以降の患者のみ記入

予定 0. 無
救急医療入院 1. 有

■診療情報

身長 体重

0. 無 　　R：不穏

0. 初発 1. 再発

※入院経路が１,4,５の時のみ記入

入院経路
  0. 院内の他病棟からの転棟 5. 介護施設・福祉施設に入所中 紹介の有無 自院外来からの入院

  1.家庭からの入院 9. その他 ０．無
１．有

０．無
１．有  4.他院からの入院

患者基本診療情報（入院時）

患者名：                                   カルテNo.                   

入院日
Ｒ　　　年　　　月　　　日

入院病棟 　外科・精神科（男子・女子）
　　（西暦　２０　　  年）

※入院経路が１,4,５の時のみ記入 ※入院経路が１,4,５の時のみ記入

　1. 有 → 搬送車両を選択
 ※入院経路が 4 の時のみ記入下り搬送

搬送車両
１.市町村又は都道府県の救急隊に属する自動車等　　２.医療機関に属する病院自動車等
３.消防機関が認定する患者等搬送事業者による自動車等　　４.その他の自動車等

　0. 無

  1．予定入院　　　 3．救急医療入院
救急車による搬送

  2．予定再入院　　 4.  救急医療入院以外の予定外入院
※入院経路が１,4,５の時のみ記入

入院前の在宅医療 　　　0. 無　　1. 当院が提供　　2. 他施設が提供　　9. 不明

入院目的
  1. 診断・検査のみ 3. 計画された短期入院の繰返し 治験実施の有無
  2. 教育入院 4. その他の加療  0. 無　　1. 有

  1．任意入院　　2．医療保護入院

cm ㎏

現在の妊娠の有無 　0.　 無　　　　1.　有　（入院時　　　　週）　　　　2.　不明　

■精神保健福祉法に関する情報（精神科のみ記載）
入院形態 入院時GAF尺度

（小数点第一位まで記入）

       0. 無　　　　1．有　　　　  2．救急搬送、入院前死亡

■悪性腫瘍がある場合　　　 ■悪性腫瘍がある場合の化学療法の有無
 0. 無　1. 有（経口） 2. 有（経皮） 3. 有（経静脈または経動脈） 4. 有（その他）

■JCS／入院時
入院時意識障害がある場合

1. 有：意識レベル（　　　　　　　　　） I：糞尿失禁 A：自発性喪失

■入院２４時間以内の死亡

病棟とのやり取りで利用（一部）
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医療安全管理者の設置
（医療法改定・R7.4.1から）
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●７月ネクスト研修会

・ ７月16日（木）13時～（40分程度） WEB
  労働法について

「退職する時は、きれいに」 弁護士 佐藤 洋介先生
虐待防止のための研修（精神科病院必須研修）
・虐待事案における法的責任

  弁護士 佐藤 洋介先生
・精神障害者と権利擁護

宮城県精神科ソーシャルワーカー協会会長
精神保健福祉士 小島 彩先生

●８月ネクスト研修会の予定

・ ８月21日（金）18時～
 情報交換会（会場未定）
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施設基準を理解しましょう。
5年、10年後の医療事務の在り様を想像して下さい。電子ｶﾙﾃが普及し、

医師が入力したﾃﾞｰﾀをAIが点数に置き換え、患者さんのｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等へ請求
情報が転送され引き落としされる。そこには、窓口で計算している医事職
員はいません。先日、「電子ｶﾙﾃ→AI→点数算定」の正確性の監修の依頼
がありました。夢物語ではありません。

これからの医事職員は、算定要件の知識だけでは病院に不要な職員に
なってしまいます。施設基準の理解が必要です。厚生局（支局）の適時調
査は、算定要件の調査ではありません。届け出ている施設基準の確認調査
です。施設基準の間違った理解が高額な返還につながり、病院経営に影響
があります。
病院には、施設基準の届出・維持を理解している人材が必要です。AIに、

施設基準の届出は無理です。各ｾｸｼｮﾝとの調整が必要になるからです。

医療事務関係団体は各種ありますが、施設基準に特化した団体は「一般
社団法人日本施設基準管理士協会」だけです。協会の中に「精神科部会」
が設置されました。ぜひ、この機会に入会をお薦めします。
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ご清聴ありがとう
ございました。
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